
平成 23 年度利益処分と中期目標期間終了後の積立金の処理について 

 

615,236,126   

　 　当期総利益 615,236,126   

519,106,695   

　教育、研究及び診療の質の向上並びに

　組織運営の改善目的積立金 519,106,695   

　積立金 1,134,342,821 

　Ⅰ　当期未処分利益

　Ⅲ　利益処分額

利益の処分に関する書類（案）

（単位 ： 円　）

　Ⅱ　積立金振替額

 

 
 
 
 
 
 
 

              利益の処分に関する書類 

(単位： 円 ) 

【参考】22 年度決算 

区分 金額（千円）  

貸借対照表 23 年度末 利益剰余金 2,739,409 (積立金総額) 

① 教育、研究及び診療の質の向上並びに組織運営の改善目的積立金 519,107 (23 年度末残高) 

② 積立金 1,605,066 (23 年度末残高) 

③ 当期未処分利益（当期総利益） 615,236  

 

 

 

 

 

次期中期目標期間への繰越予定額 
1,932,311

1,988,618

① のうち、未執行額(入札による執行残等) 215,079

② のうち、法人化初年度特有の利益等（市から承継した医薬品等） 1,316,607

③ のうち、下記の納付予定額以外 
400,625

456,932

第一期中期計画中の退職金 21 年度不足分に対する法人立替額 8

目的積立金相当額 
400,617

456,924

市への納付予定額 
807,098

750,791

① のうち、非経営努力分（１８～２０年度分） 304,028

② のうち、非経営努力分（２１・２２年度分）、特定運営費交付金の未執行額 288,459

③ のうち、非経営努力分（２３年度分） 
56,307

0

③ のうち、以下の未執行額 158,304

第一期中期計画中の退職金未執行額(151,260)（ただし法人立替額(8)を除く） 151,252

特定運営費交付金の未執行額 7,052

 

昨年度と同様の経営努力

認定方法による市への納

付予定額 

56,307 千円 

積積積立立立金金金ののの処処処理理理   

 
 Ⅰ 当期未処分利益                                     1,115,416,687 

   当期総利益                           1,115,416,687 

 
Ⅱ 利益処分額                              

 積立金                               159,787,000 

     地方独立行政法人法第４０条第３項により 
   設立団体の長の承認を受けた額 
     教育、研究及び診療の質の向上並びに 
     組織運営の改善目的積立金            955,629,687     955,629,687     1,115,416,687 
 

資料１－４ 


